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中大規模木造物件での製材利用の留意点

中大型木造物件において構造部に製材を使用しようとした場合、その仕様
書の元となるのは平成22年施行の「公共建築物における木材の利用促進に関
する法律」です。

その法律を元に「木造計画・設計基準」（国土交通省大臣官房管庁営繕部監
修）が出来、その後に「公共建築木造工事標準仕様書」（国土交通省大臣官
房管庁営繕部監修）ができあがっています。

「公共建築木造工事標準仕様書」の記載には私たちがなじみのない
「日本農林規格（JAS」の内容が有ります。

又、構造計算の許容応力度計算では施行令46条1項 壁量 計算以外は
原則ＪＡＳ材が必用です。
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木造計画・設計基準（国土交通大臣官房庁営繕部） 平成23年

木造計画・設計基準（国土交通省大臣官房管庁営繕部監修平成22年度版）抜粋
1.2 適用
この基準は、木造の官庁施設の設計に適用する。

3章 建物構造の設計
3.3 材料
3.3.2 製材の品質

製材は、建築基準法第37条及び平12建告第1446号において指定建築材料とされ
ていないため、仕様規定に定めのある場合（建築基準法施行令46条第2項等）を
除き、法令上は構造耐力上主要な部分に用いる製材をJASに適合させる必用はな

いが、構造耐力上主要な部分に用いる製材として一定の品質を確保する観点から、
原則として製材を用いる場合は製材のJASに適合する木材（JASに規定する含水率
表示SD15又はSD20）又は国土交通省の指定を受けたもの(SD20以下)（以下「製
材のＪＡＳに関する木材等」という）を用いる
ただし、製材のJASに適合する木材を用いないことができる場合は、次の（1）
から（3）の制限を全て満たす場合に限る。



（1）構造計算方式による制限
建築基準法施行令第46条2項等により、法令上、構造耐力上主要な部分である柱及

び横架材に対し製材のJASに適合する木材等を用いなければならない場合に該当しな
いこと

（2）個別の事由にいる制限（以下の①から③のいずれかに該当するもの）
① 使用量が極小である事
② 工事場所が離島であること
③ 特定の製材を用いる必要がある場合であって、製材のJASに適合する木材等と出荷

できない場合であること
（3）機械的性質のよる制限（以下の①から③のすべてに該当するもの）

①製材のJAS規格6条に規定する曲げ性能（曲げヤング係数）の確認と同等の確認（こ
れと同等の打撃による確認を含む）

②原則として、製材のJAS規格第5条に規定する含水率の確認ができ、その平均値が
20％以下であることが確認できること。

③製材のＪＡＳ規格第6条に規定する節、集中節、丸身、貫通割れ、目周り、腐朽、
曲がり、及びその欠点について、品質の基準を満たすことが確認できること。
なお、製材JASに適合する木材等とすること又は、上記（1）から（3）のすべてを
みたすことのついては、3.5.1により許容応力度計算又はそれ以上の高度の計算をお
こなう場合について適用するが、住宅用途の場合や平屋建ての場合において許容応
力度計算を行わない四号建物についても、製材のJASに適合すること又は、
上記①～③の制限をすべて満たすことを適用することが望ましい。
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公共建築木造工事標準仕様書（国土交通省大臣官房管庁営繕部監修）抜粋

5.2.2 木材
（ａ）製材

製材は、次により、適用は特記による
（ⅰ）目視等級区分構造用製材
目視等級区分製材は、「製材の日本農林規格」第5条「目視と等級区分製材
規格」の乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、構造材の種類、等級及び
水率は特記による。なお、その基準強度は、木材の基準強度Fｃ、Fｔ、Ｆｂ、
及びＦｓ、定める件」（平成12年5月31日 建設省告第1452号。以下この章
おいて、「告示第1452号」という。）第一号による。

（ⅱ）機械等級区分構造用製材
機械等級構造用製材は「製材の日本農林規格」第6条「機械等級区分製材の規
格」の乾燥を施した木材とし、樹種、寸法、含水率及び曲げ性能等級は、特
記による。また、見え掛り部に用いる場合で、節、丸身、貫通割れ及び曲が
りの規定を必用とするものの適用、等級等は、特記による。特記がなければ
「機械等級区分構造用製材の規格」による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第二号による。
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公共建築木造工事標準仕様書（国土交通省大臣官房管庁営繕部監修）抜粋

（ⅳ）無等級材

無等級材は、乾燥処理を施した木材とし、寸法、樹種、含水率、及び材
面の品質（節、集中節、丸身、貫通割れ、目まわり、腐朽、曲がり、狂い
及びその他欠点）は、特記による。

加工前に全品について、含水率、目視による材の欠点等を確認し、報告書
を監督職員に提出する。
含水率の測定は、4.11.4〔含水率の測定〕による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第六号により、加工前に構造耐力上

主要な部である柱及び横架材全数について、縦振動ヤング係数を測定し、
基準強度を満たしていることを確認し、報告書を監督職員に提出する。測
定の対象部材は、特記による。
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ＪＡＳ構造用製材目視等級3級

無等級材は材料強度の基準はあるが材面品質が担保できていないので
目視等級区分 3級より評価は低い

一方ＪＡＳ材は材面に関して基準があり、その内容を確保したものに関しては、
材料強度が担保できる。

JAS構造用製材目視等級 ３級（乙種柱材等） 機械等級区分も同じ材面の品質
・節 径比70％（円柱類にあっては、62％）以下
・集中節 径比が90％以下であること。ただし、円柱類に関しては、径比が

79％以下であること
・丸身 30％以下
・貫通割れ 木口 木口長辺の寸法の2.0倍以下であること

材面 材長の1/3以下であること
・腐朽 程度の軽い腐れが材面の面積の30％以下 程度の重い腐れが材面

の面積の10％以下であること
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建設省告示第1452号 製材品の基準強度
よって許容応力度計算のルート1で、無等級材の使用が認められている。



木造建築普及セミナー

構造材の材面の品質について

私たち建築士は今後建築基準法施行令41条をよく理解しておく必要がある。

構造上主要な部分で製材を使用する場合の注意点として材面の品質（節、腐れ、繊維の傾斜、
丸身等）が耐力上の欠陥がないものでならないとの規定が定められている。

その様な中、冬場の暖房での空調使用などの影響で室内が過乾燥状態の中、室内に木材を表
しにすると、集成材ですら材面割れを生じる現象が発生する事例が増えている。

実はこのような現象が起きた事例の構造上問題ないと判断する手法として「日本農林規
格」（以下JASと言う）の材面を参考にするのと、私たちが実際にJAS製材を使用する事が有
効となります。
その理由は、ＪＡＳ材には告示第1452号材料強度とは別に材面の品質が下記の様に定められ
ており、この材面で有っても強度の担保が出来る。

・節 径比70％（円柱類にあっては、62％）以下
・集中節 径比が90％以下であること。ただし、円柱類に関しては、径比が

79％以下であること
・丸身 30％以下
・貫通割れ 木口 木口長辺の寸法の2.0倍以下であること

材面 材長の1/3以下であること
・腐朽 程度の軽い腐れが材面の面積の30％以下 程度の重い腐れが材面

の面積の30％以下であること
※目視等級3級
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岡山県構造用製材ＪＡＳ認定工場
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「岡山では令和3年2月で3工場が減少している。」

それは2月27日が更新時期でありながら更新しなかったからで、全国的にも
まれな地松専門のＪＡＳ工場も含まれていた。
ＪＡＳ工場の認定を更新しなかった理由を（一社）岡山県木材連合会に協力の
元、確認した所、下記の様な内容であった。

1.ＪＡＳ認定工場を維持するには相当の費用が掛かるが、費用に見合う需要が
ない。

2.手間が掛かるにも関わらずＪＡＳ材と一般製材との価格差がない。
※ウッドショック以降差をつけている事例あり

この事は私たち設計側がそもそも求めていない事と、住宅でのプレカット
採用率が90％を超える今、架構の組み方、木材の調達等も同時に行っている
ことが多い中、調達しやすい木材に安易に流れているのではないか？と
思われる。
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「無節」「上小節」「特1等」

材木業界ではこの表示が今でも一般的であり、材料の角に丸みが無い「特1等」
などは木材への記載、明細書記載含め通常流通している。一方、流通材としてＪ
ＡＳ構造用製材の岡山県産木材は一部製材会社を除き、通常目にする事はほとん
どない。

これは、ＪＡＳ構造用製材は、製材過程で全品検査、ラベル等表示が必要な事か
ら、一部製材会社を除き、個別オーダーがない限りはその品質の生産をしていな
いのが一般的であるからである。
例えばＪＡＳ構造用製材工場で生産されたものであっても無等級材として生産出
荷していることもある。

この様な理由もあり、特1等表記方が一般的な用語となっており、入札物件の参
考数量明細にこの様な記載のものも有り、この記載を見てもあまり違和感がない
人が多い。



問題解決にむけ

構造用製材のＪＡＳ認定工場が一気に増えることはむずかしい現状と、各市町
村域の中にはＪＡＳ認定工場もない地域もある。
又、地域材は即調達する事が難しいことと、指定したものでは調達が難しい

ものもある。
この様な中、今後検討すべき事は下記の様なことが考えられる。
1.. 国土交通省と日本建築士連合会とが木造建築物の設計・施工に係る人材の

育成に関する協定に沿った人材の育成。
2. 川上、川中、川下側が連携した定期的情報共有・意見交換により問題解決

の手法の研究及び検討
3. 一般製材で「公共建築木造工事標準仕様書」に合致する具体的手法の

研究・検討
4. 行政、設計側に対してのアドバイスができるコーディネーターの育成
5. 3ｍ・4ｍ材を利用しての4間（7.28ｍ）程度の無柱空間手法の研究並びに

情報の共有化

（一社）岡山県建築士会では、（公社）日本建築士連合会の「木のまちづくり部
会」の地域組織で「木の街づくり班」を昨年発足し、上記問題解決に向けた人材
の育成も開始しましたので、お気軽のお問い合わせください。
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